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○関連法規・条例 

 

・地方自治法（抄） 

昭和二十二年四月十七日 

法律第六十七号 

第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、

条例でこれを定めなければならない。 

② 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利で

あるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければな

らない。 

③ 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会におい

て出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 

（昭二五法一四三・昭二七法三〇六・一部改正） 

 

 

 

・防府市役所位置に関する条例 

昭和二十七年六月九日 

条例第二十六号 

第一条 この条例は、地方自治法第四条の規定に基づき、防府市役所の位置を定めること

を目的とする。 

第二条 防府市役所の位置を次のとおり定める。 

防府市寿町七番一号 

（昭四〇条例四一・全改） 
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○防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会 

 

・設置要綱 

 

平成２７年４月 ６日制定 

平成２８年４月２０日改正 

（設置） 

第１条 防府市庁舎建設基本構想・基本計画の策定に当たり、庁舎建設に関する事項につ

いて協議及び検討をするため、防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について協議及び検討をするものとする。 

（１） 新庁舎の基本構想・基本計画に関する事項 

（２） その他新庁舎建設に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１７人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長

が依頼する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 各種関係団体からの推薦者 

（３） 防府市庁舎建設懇話会の公募による選出者 

（４） 公募により選出された者 

２ 前項第４号の公募及び選出については、別に定める。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、防府市庁舎建設基本構想・基本計画の策定が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見

を聴くことができる。 

３ 第３条第１項第２号に係る委員が委員会の会議を欠席する場合には、当該委員の指名
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する者を代理として出席させることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の事務局は、総務部庁舎建設室に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月２０日から施行する。
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・委員名簿 

 

 

  区  分 選出団体等 役 職 ・ 氏 名 

1 

第１号委員 

（学識経験者） 

山口大学大学院 教授 鵤 心治 

2 徳山工業高等専門学校 教授 古田 健一 

3 防府市都市計画審議会 元会長 福田 東亜 

4 

第２号委員 

（各種団体推薦

者） 

防府市ＰＴＡ連合会 幹事 青木 淑子 

5 防府市女性団体連絡協議会 会長 大村 弘子 

6 防府市老人クラブ連合会 会長 岡本 利行 

7 防府商工会議所 会頭 喜多村 誠 

8 防府青年会議所 理事長 脇 幸典 

9 防府市障害福祉団体連合会 会長 田内 豊 

10 防府市社会福祉協議会 会長 藤本 和久 

11 防府市自治会連合会 会長 広石 聖 

12 
ＮＰＯ法人 

市民活動さぽーとねっと 
理事 山野 悦子 

13 第３号委員 

（防府市庁舎建設

懇話会公募選出

者） 

    田中 元昭 

14     長峯 ひかり 

15     水田 典子 

16 
第４号委員 

（公募選出者） 
    河島 新 

平成 29 年 3 月現在 
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・開催状況 

 

年 月 日 詳  細 

H27.8.18 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第１回）開催 

①  庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会について 

②  基本構想・基本計画策定までの進め方について 

③  来庁者アンケート及び市民アンケートについて 

④  建設・環境部会検討報告書について 

H27.10.21 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 2回）開催 

①  来庁者アンケート及び市民アンケートについて 

②  建設候補地の選定について 

H27.11.17 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 3回）開催 

①  第 2回委員会会議録要旨の承認について 

②  建設候補地の選定について 

H28.1.25 
防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 4回）の事前勉強会開催 

H28.1.26 

H28.1.28 
防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 4回）開催 

①  建設候補地の選定について 

H28.4.20 
防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 5回）の事前勉強会開催 

H28.4.21 

H28.4.26 
防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 5回）開催 

① 建設候補地の選定について 

H28.5.20 防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 6回）の事前勉強会開催 

H28.5.24 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 6回）開催 

① 第 5回委員会会議録要旨の承認について 

② 建設候補地の選定について 

 ※ 建設候補地を 駅北公有地エリア」に選定 

H28.10.7 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 7回）開催 

①今後の協議日程について 

②防府市庁舎建設基本構想・基本計画（案）について 

H28.11.16 呉市庁舎視察 

H28.11.30 

防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第８回）開催 

①防府市庁舎建設基本構想・基本計画（案）について 

※基本構想・基本計画（案）の全編の内容について承認を得る。 

H29.3.13 
防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会（第 9回）開催 

①防府市庁舎建設基本構想・基本計画（案）について 
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○防府市庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会 関連資料 

・第４回 配付資料（抜粋）H28.1.28 
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・想定概算事業費 積算内訳 

 

 現庁舎敷地（議会棟を解体する）案① 現庁舎敷地（議会棟を継続利用）案①´ 

市有地 27,800 ㎡（職員 P「2,400 ㎡除く） 市有地 27,800 ㎡（職員 P「2,400 ㎡除く） 

費 目 単 価 数 量 金 額 数 量 金 額 

① 既存解体費           

 建物撤去・処分費 23,500 円/㎡ 17,390 ㎡ 408,665,000 円 14,420 ㎡ 338,870,000 円 

外構撤去・処分費 5,000 円/㎡ 20,830 ㎡ 104,150,000 円 13,690 ㎡ 68,450,000 円 

※杭撤去やアスベスト・PCB 処分などを除く         

計     512,815,000 円   407,320,000 円 

② 仮設庁舎整備費           

 建物仮設費（リース） 3,000 円/㎡・月 201,600 ㎡

・

月 

604,800,000 円 201,600 ㎡

・

月 

604,800,000 円 

移転費【参考】 3,000 円/㎡ 4,200 ㎡ 12,600,000 円 4,200 ㎡ 12,600,000 円 

   ※4,200 ㎡・48 ヶ月   ※4,200 ㎡・48 ヶ月   

計     617,400,000 円   617,400,000 円 

③ 埋蔵文化財調査費           

 試掘調査費（復旧費）   1 式 20,000,000 円 1 式 20,000,000 円 

本調査費   1 式 50,000,000 円 1 式 50,000,000 円 

           

計     70,000,000 円   70,000,000 円 

④ 庁舎建設用地取得費     

 土地取得費   

建物取得費   

営業補償費   

計     0 円   0 円 

⑤ 道路整備費     

 道路整備費 60,000 円/㎡ 

   

   

計     0 円   0 円 

⑥ 敷地整備費           

 開発工事費 26,500 円/㎡ 19,500 ㎡ 516,750,000 円 19,500 ㎡ 516,750,000 円 

インフラ移設費           

※開発工事費＝浸水対策としての土地嵩上費など         

計     516,750,000 円   516,750,000 円 

⑦ 庁舎建設費           

 本体工事費 415,000 円/㎡ 18,000 ㎡ 7,470,000,000 円 16,000 ㎡ 6,640,000,000 円 

外構工事費 12,000 円/㎡ 24,800 ㎡ 297,600,000 円 16,500 ㎡ 198,000,000 円 

設計・監理費   1 式 250,000,000 円 1 式 235,000,000 円 

計     8,017,600,000 円   7,073,000,000 円 

⑧ 駐車場整備費     

 立体駐車場工事費 73,000 円/㎡ 

平面駐車場工事費 6,000 円/㎡ 

※認定駐車場の場合   

計   ※⑦外構工事費に含む 0 円

「 

※⑦外構工事費に含む 0 円 

            

 合計     9,734,565,000 円   8,684,470,000 円 

 



14 

 

 

 駅北公有地エリア（東西道路アクセス）案① 駅北公有地エリア（南北道路アクセス）案② 

市有地 7,200 ㎡＋市道 1,080 ㎡＋民地 7,790 ㎡ 市有地 7,200 ㎡＋市道 1,270 ㎡＋民地 7,920 ㎡ 

費 目 単 価 数 量 金 額 数 量 金 額 

① 既存解体費           

 建物撤去・処分費 23,500 円/㎡ 17,390 ㎡ 408,665,000 円 17,390 ㎡ 408,665,000 円 

外構撤去・処分費 5,000 円/㎡ 20,830 ㎡ 104,150,000 円 20,830 ㎡ 104,150,000 円 

※杭撤去やアスベスト・PCB 処分などを除く         

計     512,815,000 円   512,815,000 円 

② 仮設庁舎整備費     

 建物仮設費（リース） 3,000 円/㎡・月 

移転費【参考】 3,000 円/㎡ 

   

計     0 円   0 円 

③ 埋蔵文化財調査費     

 試掘調査費（復旧費）   

本調査費   

   

計     0 円   0 円 

④ 庁舎建設用地取得費           

 土地取得費   1 式 525,000,000 円 1 式 594,000,000 円 

建物取得費   1 式 1,166,000,000 円 1 式 1,286,000,000 円 

営業補償費   1 式 732,000,000 円 1 式 854,000,000 円 

計     2,423,000,000 円   2,734,000,000 円 

⑤ 道路整備費           

 道路整備費 60,000 円/㎡ 460 ㎡ 27,600,000 円 580 ㎡ 34,800,000 円 

           

           

計     27,600,000 円   34,800,000 円 

⑥ 敷地整備費           

 開発工事費 26,500 円/㎡ 10,780 ㎡ 285,670,000 円 13,930 ㎡ 369,145,000 円 

インフラ移設費   1 式 17,100,000 円 1 式 36,825,000 円 

※開発工事費＝浸水対策としての土地嵩上費など         

計     302,770,000 円   405,970,000 円 

⑦ 庁舎建設費           

 本体工事費 415,000 円/㎡ 18,000 ㎡ 7,470,000,000 円 18,000 ㎡ 7,470,000,000 円 

外構工事費 12,000 円/㎡ 7,780 ㎡ 93,360,000 円 10,930 ㎡ 131,160,000 円 

設計・監理費   1 式 250,000,000 円 1 式 250,000,000 円 

計     7,813,360,000 円   7,851,160,000 円 

⑧ 駐車場整備費           

 立体駐車場工事費 73,000 円/㎡ 0 ㎡ 0 円 4,400 ㎡ 321,200,000 円 

平面駐車場工事費 6,000 円/㎡ 4,830 ㎡ 28,980,000 円 0 ㎡ 0 円 

※認定駐車場の場合           

計     28,980,000 円

「 

  321,200,000 円 

            

 合計     11,108,525,000 円   11,859,945,000 円 
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・第５回 配付資料（抜粋）H28.4.26 
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・第６回 配付資料（抜粋）H28.5.24 

５つの評価軸による候補地の特性・意見・評価 

 

５つの評価軸 Ａ 現庁舎敷地 Ｂ 駅北公有地エリア 

防災拠点として

の対応 

特性 

緊急輸送道路に接しており、災害

時の拠点となる。 
同左 

佐波川の氾濫（100年に 1度の

大雨を想定）により 0.5ｍ未満の

浸水の恐れがあるが、地盤の嵩上

げなどで対応可能。 

佐波川の氾濫（100年に 1度の

大雨を想定）により最大 1.0ｍ未

満の浸水の恐れがあるが、地盤の

嵩上げなどで対応可能。 

防府沖海底断層地震による想定震

度は６強であり、庁舎の耐震性を

上げることで、防災拠点となり得

る。 

同左 

現議会棟付近は土砂災害特別警戒

区域および土砂災害警戒区域に指

定されているため、計画時に考慮

する必要がある。 

土砂災害警戒区域等の指定はな

い。 

防府市消防本部や防府警察署・県

土木事務所など災害時の連携機関

とより近接している。 

防府市消防本部や防府警察署・県

土木事務所など災害時の連携機関

と近接している。 

新庁舎完成までの期間は約 8.5年

〔6年程度で一部供用開始可能〕

(※)でＢと比較して早期に防災拠

点性能の高い庁舎を建設できる。 

新庁舎完成までの期間は約 11.0

年（※）でＡと比較して防災拠点

性能の高い庁舎の建設までに時間

がかかる。 

意見 

周辺の道路が整っているＡに災害

に強い庁舎を建設すべき。 

市有地が市道で分断されており、

どの区画になるのかの具体性が不

明である。 

災害対策を第一に考えると早期建

替えが可能なＡがよい。 
  

3万㎡の敷地を有効に使うことが

良い。 
  

シンボルタワー的なものよりは、

防災に強い市役所をＡに建てるの

が良い。 

  

評価 

Ａ、Ｂとも建築計画により、十分な防災拠点性能を庁舎に持たせるこ

とが可能である。ただし、現庁舎の耐震性能が低く、特に 1号館につ

いて耐震補強が困難であることから建替えの検討に入ったという経緯

を踏まえ、災害時の多様な形態での利用を考慮すると、広い面積と早

期に防災拠点性能が確保できるＡの方が優位である。 

※ 

第４回防府市

庁舎建設基本

構想「・基本計画

検討委員会資

料３より 
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アクセス性と集

まりやすさ 

特性 

敷地にゆとりがあるため、駐車場

を確保しやすく、自家用車でのア

クセス性は非常に高い。 

Ａと比較すると駐車場敷地の確保

や、道路の付け替え等の課題があ

る。 

ＪＲ防府駅から約 600ｍの位置に

あり、Ｂと比較すると自家用車以

外のアクセス性に劣る。 

交通結節点であるＪＲ防府駅正面

に位置するため、公共交通による

アクセス性は高いが、バス等の便

数の充実が求められる。 

意見 

幹線道路からのアクセス性が高

く、駐車場の確保もしやすいた

め、不自由は感じない。 

公共交通の要であるＢが庁舎建設

には最適である。 

商業地に近接するよりも、Ａで公

園のような庁舎とする方がよい。 

車へ依存し過ぎず、まちを歩く人

を増やしたい。庁舎建設はそのき

っかけとなる。 

Ａでは仮設庁舎時、解体時の来庁

者の不便が懸念される。 

高齢者にとっては公共交通が充実

するＢがよい。 

評価 

様々な世代にとって集まりやすい庁舎をつくるためには、公共交通で

のアクセスにも配慮した計画とする必要がある。Ａ,Ｂとも適正な規

模の来庁者駐車場の確保を前提とすれば、Ｂの方が公共交通のアクセ

ス性の視点からは優位である。 

地域性・歴史性

との関係  

特性 

現庁舎は、昭和 29年に建設され

た。車塚町にあった旧庁舎は、建

設以来 53年を経過し老朽化が著

しく、合併により職員数が増加し

手狭で不便となったことから全面

改築の必要に迫られていた。 

庁舎の位置の条件は、一定の用地

面積があることと、線路を挟んで

南北に通過できる道路があるこ

と、とされる中、現庁舎の位置が

選定される。なお、駅南側に候補

地（現：山口銀行防府支店）があ

ったが、南北通過の問題で見送り

となる。 

防府駅付近連続立体交差事業は、

構想から四半世紀の年月をかけ、

市街地のほぼ中央を東西に横切

り、まちを南北に分断し、人の行

き来や都市発展の障害となってい

た鉄道を高架化してきた。これに

併せて、防府駅南の土地区画整理

事業が行なわれ、さらには、防府

駅北の土地区画整理事業、市街地

再開発事業へと展開するなど、防

府駅を中心とした中心市街地づく

りが進められている。 

警察署、県総合庁舎のほか、官公

庁が集まっている。 

約 7,200㎡の市有地があり、多

くが未利用の状態である。 

防府天満宮周辺の歴史ゾーンから

は一定の距離がある。 

徒歩や自転車での防府天満宮周辺

の歴史ゾーンなどへの観光施設め

ぐりが可能な距離にある。 

意見 

既に官公庁が集約されているＡに

建設することで市民の利便性が確

保される。 

鉄道高架化などにより駅の南北を

バランスよく発展させるという先

人の努力を踏まえて、Ｂに建設す

べき。 
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周辺の道路が整っているＡに建設

すべき。 

天満宮との人の流れも重要であ

り、一番の観光資源である天満宮

への回遊性が期待できるＢがよ

い。 

駅と一体的に整備し、市の顔とす

べき。 

防府市のこれまでのまちづくりや文化的なものを考えたオリジナリテ

ィが必要である。 

評価 

防府市でこれまで行なわれてきたまちづくりの経緯と、防府駅周辺に

おいて実施した大型事業との関連性を考慮すると、Ｂの方が地域性や

歴史性の観点から優位であり、民間活力と相まって、まちづくりに資

することも期待できる。 

コンパクトシテ

ィの形成 

特性 

ＪＲ防府駅からは一定程度離れて

いるが、周辺には警察署、県総合

庁舎、ハローワーク、ソラールな

ど、主に公共施設を中心に集約さ

れている。 

ＪＲ防府駅を中心に、ルルサス防

府やイオン防府店などの商業施設

が周囲に集まっているとともに、

アスピラートや図書館・地域協働

センター（ルルサス内）など公共

施設も近接している。 

周囲にマンションなどまちなか居

住の場が増えている。 
同左 

意見 

駅からの距離は約 600ｍ程度で遠

くはない。Ａに庁舎を建設し、駅

周辺と二極のまちづくりがよいの

ではないか。 

中心市街地活性化のため、庁舎、

道路、住宅など様々な機能をＢを

含めた駅北地区に集約していくべ

き。 

  

市役所は防府市内でも大きな事業

所であり、Ｂに庁舎を建てること

で、新たな人の流れが生まれるの

ではないか。 

  
人が集まる仕掛けを持った庁舎を

Ｂに建てるべき。 

    
駅からあまり離れた場所ではもっ

たいないので、Ｂに建てるべき。 

  

庁舎を建設するだけで何かが大きく変わる訳ではない。時間はかかる

かもしれないが、ひとつひとつ積上げて、魅力的なまちを創っていく

ことが重要。 

  
まちづくりは 活性化」のみでなく、防府らしい 風格」や 魅力」

などについても考える必要がある。 

  
市庁舎の建設が中心市街地の活性化に本当に寄与するのかわからな

い。 

評価 

Ａ、Ｂとも周辺に一定の公共施設の集約が既にあり民間マンションの

建設も進んでいる。こうした中、コンパクトシティの形成のためには

商業、文化、教育などの都市生活を支える機能の集積や、公共交通に
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よる移動のしやすさが欠かせないと考えられるため、これらの都市機

能を集約するという視点からはＢの方が優位である。 

経済的合理性 

特性 

想定概算事業費(※)：9７億円ま

たは 8７億円 

想定概算事業費(※)：１１１億円

または１１８億円 

整備期間(※)：約 8.5年 整備期間(※)：約 11.0年 

敷地の一部が埋蔵文化財包蔵地と

なっている。 
埋蔵文化財包蔵地の指定はない。 

意見 

仮庁舎の確保が必要となる。 民有地の買収が必要となる。 

埋蔵文化財の試掘が必要となる。 一定の駐車場は必要である。 

予算的な面で有利であり、身の丈

にあっている。 

現在地にしても駅北にしても、駅北に行けば現在地の土地利用、現在

地になれば駅北の土地利用の方向性についてある程度示していく必要

があるのではないか 

評価 

Ａ、Ｂとも計画上の工夫による建設費減額や財源の確保、事業計画の

精査などにより将来の負担を抑えることが不可欠である。庁舎周辺の

整備費を多く必要とせず、整備期間も比較的短いＡの方が、経済的合

理性の観点からは優位である。 
    

総 評 

 Ａ敷地は、現に市庁舎が立地している場所であって面積も広いこと

などから、市庁舎建設の適地であることは言うまでもない。また、市

庁舎を大規模災害時の対策本部とするなど、 防災拠点としての対

応」ではＢ敷地より大きく優位である。 

 Ｂ敷地は、これまでのまちづくりの経緯と、防府駅周辺において実

施してきた大型事業との関連性を持たせることにより、都市機能の集

約による都市核づくりにも資することから、 地域性・歴史性との関

係」で大きく優位、 コンパクトシティの形成」でも優位性が認めら

れる。 

 なお、 アクセス性と集まりやすさ」に関しては、Ｂ敷地において

優位性を評価できる一面もあるが、一概に優劣まではつけがたい。 

 また、 経済的合理性」に関しては、Ａ敷地において優位性を評価

できる一面もあるが、両敷地とも計画上の工夫などにより将来の負担

を抑えることが不可欠であり、一概に優劣まではつけがたい。 

※ 

第４回防府市

庁舎建設基本

構想「・基本計画

検討委員会資

料３より 
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・ 「新庁舎の建設用地の選定について」 
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○防府市庁舎建設庁内検討委員会 

 

・設置要綱 

平成２６年 ５月 ８日制定 

平成２６年１２月１２日改正 

平成２７年 ４月 １日改正 

平成２８年 ４月 １日改正 

（設置） 

第 1 条 防府市庁舎の建設に関し、必要な事項の調査検討を行うため、防府市庁舎建設庁

内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、総務部長をもって充てる。 

４ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代理し、委員長が

欠けたときはその職務を行う。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長は委員長をもって充て

る。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その説明又

は意見を聴くことができる。 

（作業部会等） 

第５条 委員会は、所掌事務を遂行するため、必要に応じ、作業部会等を設けることができ

る。 

２ 前項の作業部会等は、委員会の指示に基づいて、委員会が必要とする業務を処理する。 

３ 作業部会等の組織及び業務は、委員会が別に定める。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部庁舎建設室において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 
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附 則 

この要綱は、平成２６年５月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１２月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条第４項関係） 

総合政策部長 

生活環境部長 

健康福祉部長 

産業振興部長 

土木都市建設部長 

教育部長 

議会事務局長 

消防長 

上下水道局長 
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・開催状況 

 

 

年月日 詳細 

H26.5.29 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 1回）開催 

①検討体制及び今年度のスケジュールについて 

②庁舎建設プロジェクト報告書について 

H26.8.22 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 2回）開催 

①防府市庁舎建設懇話会委員の決定について（学識経験者・各種団体推薦者） 

②防府市庁舎建設懇話会公募委員の選考について 

③防府市庁舎建設懇話会（第 1回）の議題について 

H26.10.10 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 3回）開催 

①基本構想・基本計画策定スケジュールについて 

②基本構想・基本計画策定に係る見積業者選定について 

③部会の設置について 

H27.1.23 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 4回）開催 

①作業部会の設置について 

②庁舎建設懇話会報告書（案）について 

H27.4.22 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 5回）開催 

①庁舎建設懇話会報告書について 

②今後のスケジュールについて 

③人事異動に伴う作業部会員変更について 

H27.6.26 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 6回）開催 

①庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会の公募委員の選考について 

②庁舎建設基本構想・基本計画検討委員会の委員の決定について（学識経験者・各種

団体推薦者） 

③進捗状況と計画策定までの進め方について 

H27.8.5 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 7回）開催  

①基本構想・基本計画策定までの進め方について 

②来庁者アンケート及び市民アンケートについて 

③建設・環境部会検討報告書について 

H27.10.7 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 8回）開催 

①進捗状況について 

②来庁者アンケート及び市民アンケートについて 

③建設候補地の選定について 

④  集約部会 協議報告書について 

H27.11.5 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 9回）開催 

①進捗状況について 

②建設候補地の選定について 
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H27.12.24 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 10回）開催 

①進捗状況について 

②建設候補地の選定について 

H28.1.15 
防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 11回）開催 

①建設候補地の選定について 

H28.2.12 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 12回）開催 

①進捗状況について 

②執務環境等調査報告書について 

H28.3.29 
防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 13回）開催 

①建設候補地の選定について 

H28.4.8 
防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 14回）開催 

①建設候補地の選定について 

H28.5.11 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 15回）開催 

①進捗状況について 

②建設候補地の選定について 

H28.8.5 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 16回）開催 

①進捗状況について 

②今後の日程について 

③基本構想・基本計画について 

H28.9.20 
防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 17回）開催 

①基本構想・基本計画について 

H28.11.25 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 18回）開催 

①基本構想・基本計画（案）について 

②新年度実施業務について 

H29.1.13 

防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 19回）開催 

①基本構想・基本計画（案）について 

②シンポジウムについて 

H29.3.21 
防府市庁舎建設庁内検討委員会（第 20回）開催 

①基本構想・基本計画（案）について 
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・作業部会 開催状況 

 

 

年月日 詳細 

H27.1.26 

防府市庁舎建設庁内検討委員会 作業部会（第１回）開催 

窓口･サービス部会、情報・事務管理部会、建設・環境部会（位置WG、事業手法WG）、

集約化部会 

H27.2.18 集約化部会（第 2回） 

H27.2.27 窓口・サービス部会（第 2回） 

H27.3.3 情報・事務管理部会（第 2回） 

H27.3.26 集約化部会（第 3回） 

H27.4.24 建設・環境部会（第 2回） 

H27.4.27 情報・事務管理部会（第 3回） 

H27.5.8 窓口・サービス部会（第 3回） 

H27.5.11 集約化部会（第 4回） 

H27.6.9 建設・環境部会（第 3回） 

H27.7.9 建設・環境部会（事業ベース班） 

H27.7.14 

情報・事務管理部会（第 4回） 

窓口・サービス部会（第 4回） 

H27.7.27 建設・環境部会（第 4回） 

H27.8.17 
執務環境等調査業務委託受託者㈱イトーキによる先進地事例等のセミナー 

（窓口・サービス部会、情報・事務管理部会対象） 

H27.8.26 情報・事務管理部会（第 5回） 

H27.8.27 窓口・サービス部会 先進地視察（東広島市、岩国市） 

H27.10.28 窓口・サービス部会（第 5回） 

H27.2.3 情報・事務管理部会（第 6回） 

H28.3.9 窓口・サービス部会（第 6回） 
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○防府市庁舎建設基金 

 

・防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例 

平成九年三月三十一日 

条例第十九号 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条第一項

及び第八項の規定に基づき、特定の目的のために資金（寄附によるものを含む。以下同

じ。）を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金（以下「基金」という。）の

設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この条例において「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるため

の基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基

金をいう。 

（設置） 

第三条 別表第一の上欄に掲げる積立基金を、それぞれ同表の中欄に掲げる目的のために

設置する。 

２ 別表第二の上欄に掲げる運用基金を、それぞれ同表の下欄に掲げる目的のために設置

する。 

（運用基金の額） 

第四条 運用基金の額は、次に掲げる額とする。 

一 防府市奨学金貸付基金 九千九百十五万八千円 

二 防府市高等学校入学準備金貸付基金 四百三十万円 

（平一二条例一・平一四条例一・平一四条例二五・平一四条例二八・平一八条例

一・一部改正） 

（積立て） 

第五条 必要があると認めるときは、一般会計又は当該基金の属する特別会計の歳入歳出

予算（以下単に「予算」という。）の定めるところにより、基金に資金を追加して積み

立てることができる。 

２ 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加する

ものとする。 

３ 次に掲げる資金は、防府市財政調整基金に積み立てる。 

一 普通財産売却金（国、他の地方公共団体その他公共的団体の委託に基づいて取得し

た土地等をその目的に従って処分した場合の売却金を除く。） 

二 歳計剰余金の二分の一相当額 

三 収益事業から生ずる収益金の一部 
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（管理） 

第六条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（運用益金の処理） 

第七条 積立基金（防府市教育振興基金を除く。）の運用から生ずる収益は、予算に計上

して当該基金に編入するものとする。ただし、次の各号に掲げる基金の運用から生ずる

収益は、予算に計上して当該各号に定める経費の財源に充てることができる。 

一 防府市社会福祉事業振興基金 社会福祉事業及び社会福祉施設等設備整備の事業に

要する経費 

二 防府市緑地管理基金 緑地の管理に要する経費 

２ 防府市教育振興基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して市立小学校及び中学校

の教材費の財源に充てるものとする。 

３ 運用基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。 

（平一八条例一・一部改正） 

（繰替運用） 

第八条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第九条 積立基金は、別表第一の上欄に掲げる基金の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる場合に限り、これを処分することができる。ただし、防府市教育振興基金は、こ

れを処分することができない。 

２ 前項本文の規定に基づき積立基金を処分するときは、予算で定めるところによる。 

（委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長

が定める。 

 

【別表第一 抜粋】 

基金の名称：庁舎建設基金 

設置の目的：市庁舎を建設するため 

処分することができる場合：市庁舎建設に要する経費の財源に充てるとき。 

 

【別表第二】（省略） 
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・防府市庁舎建設基金積立額 

 

 

年度 当該年度積立金額 運用益積立額 年度末基金残高 

平成 13年度 300,000,000 493 300,000,493 

平成 14年度 100,000,000 4,454,831 404,455,324 

平成 15年度 100,000,000 1,104,776 505,560,100 

平成 16年度 100,000,000 1,615,273 607,175,373 

平成 17年度 200,000,000 2,329,178 809,504,551 

平成 18年度 100,000,000 5,203,273 914,707,824 

平成 19年度 100,500,000 9,020,430 1,024,228,254 

平成 20年度 100,000,000 11,835,017 1,136,063,271 

平成 21年度 100,000,000 11,609,685 1,247,672,956 

平成 22年度 100,000,000 11,113,674 1,358,786,630 

平成 23年度 200,000,000 13,121,483 1,571,908,113 

平成 24年度 100,000,000 11,024,428 1,682,932,541 

平成 25年度 500,000,000 7,868,629 2,190,801,170 

平成 26年度 300,000,000 8,667,840 2,499,469,010 

平成 27年度 500,000,000 9,824,459 3,009,293,469 

平成 28年度 300,000,000 4,545,387 3,313,838,856 

合   計 3,200,500,000 113,338,856 3,313,838,856 

 

単位：円 
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○新庁舎建設に関する市民アンケート 調査概要 

 

 

１ 調査概要 

（１）調査の目的 

    現市庁舎は、老朽化や耐震性への不安、防災「・災害対策拠点としての機能不足、情報化や

バリアフリー対応の限界、機能分散による利便性の低下など様々な課題を抱えている。これ

らの課題に対応するため、市では平成 25 年度から庁舎建設に関しての検討を開始し、平成

27 年度から 28 年度にかけて基本構想・基本計画を策定することとしている。この基本構

想・基本計画に市民の意見を適切に反映するため、アンケート調査を実施した。 

 

（２）調査方法   郵送による調査 

          公民館等の来館者への調査（17 施設） 

 

（３）調査人数   郵送：3,000 人、公民館等：389 人 

          合計：3,389 人 

 

（４）調査対象   市内に在住する満１８歳以上の男女 

 

（５）抽出方法   無作為抽出（郵送分） 

 

（６）調査期間   平成 27 年 9月 15 日～30日 

 

（７）回収結果   1,749 人 

          内訳：郵送 1,360 人（回収率 45.3％） 

             公民館等 389 人 

 

 

 

※ 詳細については「新庁舎建設に関する市民アンケート調査報告書（平成 28年 1月）」をご

覧ください。 
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○執務環境等調査 業務概要 

 

 

Ⅰ.業務概要 
 
 

１.業務目的 

本業務は、防府市庁舎建設基本構想・基本計画策定に伴い、現在の執務室や窓口スペース等の使

用状況及び業務実態の調査、分析を行い、新庁舎における業務の効率化、市民サービスの向上等を

実現するための基本的な要件を整理した基礎資料を作成することを目的とする。 

 

本業務での調査・規模算定のプロセスを[図 1-1 調査・規模算定のプロセス]に示した。 

 

[図 1-1 調査・規模算定のプロセス] 
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２.調査概要 

 

（１）現状レイアウト調査 

現状オフィスの実測調査により、什器備品や機器類の配置状況を把握する。 

 

（２）職員アンケート調査 

新庁舎への集約を検討する部署の全職員を対象とする。 

① 職員満足度調査 

執務環境に関する満足度調査により、現庁舎の課題や要望を把握する。 

② 文書管理意識調査 

日常の文書の扱い方などの調査により、文書管理の課題を把握し、文書管理の 

あり方の検討資料とする。 

 

（３）部門アンケート調査 

新庁舎への集約を検討する部署を対象とする。 

① 文書量調査 

執務室内等にある「保管文書」と書庫等にある「保存文書」の文書量を把握し,  

執務室収納および書庫の必要面積を算出するための基礎資料とする。 

② 会議頻度調査 

各部署で行っている会議等の現状を把握し、必要な会議室及び打合せ・作業ス 

ペースの必要数を算出する。 

③ 必要窓口数調査 

各部署の窓口の状況を把握し、必要な窓口数を算出する。 

④ 相談頻度調査 

各部署におけるプライバシーに関わる相談等の状況を把握し、必要な相談室・ 

相談ブースの必要数を算出する。 

⑤ 各課特有諸室調査 

各部署で業務遂行上必要となる特有なスペースについて調査し、必要な面積を 

算出する。 

⑥ 部門間近接度調査 

各部署の近接要求を調査し、相互の近接要求度を示すコミュニケーション相関 

図を作成することにより部門配置の検討資料とする。 

 

（４）来庁者アンケート調査 

現庁舎の問題点や要望等について、来庁者にアンケートを実施し、新庁舎建設計画 

の検討に当たっての資料とする。 

①調査期間  平成 27 年 9月 7 日 (月) ～ 平成 27年 9月 14 日 (月) 

②調査方法  1号館・4 号館などの窓口でのアンケート用紙の配付及び 4 号館 

     1階ロビーでの調査員の聞き取りによるアンケート調査を実施した。 

③回答数   509人  

 

※ 詳細については「執務環境等調査報告書（平成 28年 1月）」及び「市庁舎に関する来庁者ア

ンケート報告書（平成 28年 1月）」をご覧ください。 
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○「5-2-2 概算事業費の想定」（本編 P.55）積算内訳 
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○防府市庁舎４号館の耐震改修検討 
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○現庁舎敷地におけるライフサイクルコストの比較 
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